
Ⅰ　総括表

１．基本的事項　［法人の基本情報を把握］

千円 千円 ％

２．事業の意義の検証 ［設立目的や事業内容等から事業の意義を検証］（様式２関係）

 ■ 有 □ 無  ■ 有 □ 無  ■ 有 □ 無

３．経営健全性等の検証
３－１．主な財務・経営指標 ［特に注意すべき財務・経営上の項目を把握］（様式３－１関係）

（注） 債務超過又は累積損失ありの場合、財務状況の把握、注意が必要。 （注） 純損失計上が継続している場合は、経営状況の把握、注意が必要。

(注) 公社等の財務・経営状況に関する所管課による検証結果を記入すること。

３－２．主な県の関与状況 ［県の財政的リスクや人的関与状況を把握］（様式３－２関係） ３－３．

(注) 公社等に対する県の財政支援・人的支援の必要性について、その理由を含め、所管課による検証結果を記入すること。

４．費用対効果の検証（地方創生に資する公社等の有効活用を含む） （様式４関係）

（注） 1.当該事業を公社等が行うことが最も効率的で効果的であるかどうか、また、費用対効果の観点から、費用（県による出資、補助金、その他の財政支出）に見合う効果が出ているかなど
　　　　 について、事業の意義の検証及び経営健全性等の検証結果も踏まえながら、所管課による検証結果を記入すること。
　　　 2.費用対効果が乏しいと認められる公社等は、公社等のあり方について抜本的改革を含めた見直しを行う必要がある。
　　　 3.費用対効果の検証のうち、特に、地方創生に資する内容がある場合、「地方創生に資する公社等の有効活用」の観点を含め記入すること。

県の関与の必要性の検証
中小企業者等に対する金融の円滑化を図る信用保証制度は、中小企業等への金融施策の中で重要な役割を
担っており、県の中小企業金融施策と連携・協調した事業展開が必要であるため、今後とも県の関与が必要であ
る。

うち県退職者常勤役員 うち県職員 うち県退職者 正職員 うち県職員

当協会は、信用保証協会法に基づき、信用力や担保力が不足している中小企業者等の金融の円滑化を図るため、その債務を保証する事業を
行っており、当該事業を当協会が行うことが最も効率的かつ効果的である。
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所在地理事長　西澤　義和 山形市城南町１－１－１

基本財産（資本金）

0 0

組織体制（人）

（R7年7月現在）

394,491,222

うち借入金 0

債務の元利償還金に対する
県（補助金・貸付金）依存率（注）

0.0% OK

項目 R6年度（千円,％） チェック

損失補償・債務保証残高（注）

        2.事業の意義の検証は、各視点（①～③）に基づき、事業の意義の有無について、該当するものいずれかを■とすること。

（注） 1.主な事業内容・実績は、主要事業とその実績を箇条書き等で簡潔に記載すること。

OK

当期経常外増減額
[経常外損益] △632,229

財
務
状
況

資産合計

負債合計

430,124,702

事業の意義
の検証（注２）

（注） 県が損失補償等をしている又は債務の元利償還金への県の関与が大きい（10%以上）場合、経営健全性や財政リスクについて、注意が必要。

4 0 2

総収入に占める
県財政支援等の割合

19.8%

□ 県のアウトソーシング先　 □ 自律的ｻｰﾋﾞｽの提供主体　 ■ 国制度や枠組みでの事業実施　 □ 他団体主導

0 OK

0

0 OK

OK

OK

35,633,481

24,792,753

正味財産合計（注）
 [純資産(負の場合、債務超過)]

正味財産-基本財産等（注）
[利益剰余金又は累積損失]

R6年度（千円,％）

878,895

878,895

0

経常収益 4,447,695

経常費用 2,968,586

法人名称

山形県信用保証協会（様式１）

R6年度（千円）項目 チェック

山形県信用保証協会

設立目的
［定款記載内容等］

中小企業者等のために信用保証の業務を行い、もってこれらの者に対する金融の円滑化を図ること

主な
事業内容・
事業実績

（注１）

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るため信用保証を行い、県内中小企業者の経営安定と振興発展に寄与する。
≪令和６年度　事業実績≫
　・保証承諾　　　　　　　994億円　　　・求償権残高      15億円
　・保証債務残高　　　3,857億円
　・代位弁済額　　　　     64億円
　・求償権回収額          　8億円

項目 R6年度（千円）

県所管課・担当 商業振興・経営支援課・金融係

https://www.ysh.or.jp

53.4県出資比率うち県出資額10,840,728 5,787,754

昭和24年8月24日

公社等見直し計画

チェック

代表者

設立時期

類型

短期貸付金残高

長期貸付金残高

財務・経営状況の検証
当期経常増減額、当期一般正味財産増減額ともに収支がプラスとなっており、財務・経営状況は健全な状態であ
る。

中期経営健全化
計画の策定

■ 有 □ 無

項目

県の財政支援等合計

うち補助金

うち委託料

当期一般正味財産増減額（注）
[当期純損益] 846,880

当期経常増減額
[経常損益] 1,479,110

経
営
状
況

③代替可能性の視点②県の関与の必要性の視点①公社等の必要性の視点

様式１（総括表）



山形県信用保証協会（様式１） 公社等見直し計画
５．見直し工程表

情報公開

その他

項目 見直し内容 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

Ⅱ　事業の意義 ‐

　Ⅲ－３　経営健全化・財政リスク

債務超過 ‐

累積損失 ‐

Ⅲ　経営健全性

　Ⅲ－１　財務・経営

収入確保
保証利用企業者数の維持・増加に向け
た取組みを強化していく。

支出削減
引き続き事務の合理化・効率化に努め
る。

その他収支改善
全般的な経費削減や嘱託職員の活用な
どによる効率化に努める。

　Ⅲ－２　県の関与

県の長期貸付金 ‐

Ⅴ　その他

‐

‐

(注) 各項目について、検証結果等を踏まえた今後の見直し内容及びスケジュールを記入すること。

当期純損益赤字２期
以上かつ今後３期以
内に累積損失が生じ
る見込み

‐

県の損失補償等 ‐

元利償還金への
県依存率10%以上

‐

中期経営改善計画
等の策定

‐

Ⅳ　費用対効果 ‐

財政支援等
‐

‐

人的支援等 ‐

様式１（総括表）



Ⅱ　事業の意義の検証

１．公社等の設立目的・事業内容等　［当初の設立目的、現在の事業内容・事業実績を把握］

２．事業の意義の検証 ［社会経済情勢等の変化等を踏まえた公社等の必要性の有無の検証］

■ 有 □ 無

■ 有 □ 無

■ 有 □ 無

３．公社等の抜本的改革の内容等 ［上記検証の結果、１つでも「無」がある場合は記入］

公社等見直し計画

         3.事業実績は、活動指標（各公社等の目的の達成度や事業成果を定量的に評価できる項目）を設定のうえ、その評価、今後の見込み、見直し内容を含めて記入すること。

①公社等の必要性
　  設立目的を達成済又は設立
　　目的が社会経済情勢の変化
　　により希薄化していないか

（様式２） 山形県信用保証協会

設立時期・沿革 昭和24年8月24日

        2.類型の考え方

設立目的
[定款記載内容等]

中小企業者等のために信用保証の業務を行い、もってこれらの者に対する金融の円滑化を図ること

事業の意義（注）

（公社等の必要性）

出資団体
［名称、金額、割合］

【基金】　　　　　10,840,728千円　　　　         ・金融機関等     3,562,739千円(32.9%)
　・県　　        　　5,787,754千円(53.4%)
　（内訳）　 県　　 2,295,318千円(21.2%)
　　　         国     3,492,436千円(32.2%)
　・市町村          1,490,235千円(13.7%)

視点

類型（注１,２） □ 県のアウトソーシング先　 □ 自律的ｻｰﾋﾞｽの提供主体　 ■ 国制度や枠組みでの事業実施　 □ 他団体主導

事業内容
・事業実績

（注３）

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るため信用保証を行い、県内中小企業者の経営安定と振興発展に寄与する。

　≪令和7年度　事業計画≫　　　　　　　　　　　≪令和6年度　事業実績≫
　・保証承諾                1,050億円　　　　　　　　・保証承諾　　　　　　　　 　994億円
　・保証債務残高         3,505億円　 　　　　　　  ・保証債務残高           3,857億円
　・代位弁済額                 75億円　　　　　　　　・代位弁済額                   64億円
　・求償権回収額　　     　　 6億円　　　　　　　　・求償権回収額               　8億円
　・求償権残高                 23億円　　　　　　　　・求償権残高                   15億円

保証利用企業数は、令和５年度14,489社から令和６年度14,203社とほぼ横ばい傾向であり、コロナ禍で利用者が大幅に増
加した令和２年度（15,229社）以降、引き続き高い水準を維持している。
関係機関と連携しモニタリングの強化を図りつつ、中小企業者のライフステージに合わせた資金繰り支援や創業・事業承継
の促進や事業再生支援を含んだ総合的な経営支援を強化し、中小企業者の実情に即した柔軟な対応を行う。

（注） 1.類型は、公社等の事業内容や出資状況等を踏まえ、該当するものいずれかを■とすること。

(注) 事業の意義が無い場合、公社等の民営化・廃止等を含む抜本的改革が必要となることから、その内容と今後の方向性を記入すること。
　　  また、終了予定時期と終了時期設定の考え方を記入すること。

：県のアウトソーシング先として設立（県の業務の受け皿）；「公の施設」の管理や県の業務の委託先　など

：自律的サービスの提供主体として設立（サービスの主体）；財産（基金）を活用した公益サービス提供、公共的事業を行う株式会社　など

：国の制度や枠組みに基づき全国的に設立（政策の担い手）；法令等に基づき政策の担い手として位置づけられている団体　など

：他団体主導（運営）；県が主導的に運営していない公社等【他団体主導】

【県のアウトソーシング先】

【自律的ｻｰﾋﾞｽの提供主体】

【国制度や枠組みでの事業実施】

　信用保証協会の基本財産は、信用保証協会の支払準備資産として保証債務の最終担保
となるものであり、保証業務を運営していくうえで重要との認識から、県は、市町村・金融機
関と連携し、基本財産（基金）造成のために出捐（昭和33年度から平成17年まで。平成18年
度から休止）。
　中小企業の振興に向けた施策を展開していく上では、当協会が担う信用保証事業と密接
に連携、協調していくことが重要であり、今後も県の関与が必要である。

③代替可能性
　 県が直接実施する場合や民営
　 化、他公社等との統合と比較し
　 引き続き公社として行うことが
   最も適当か

終了時期設定の考え方

説明（現状及び今後の見直しを踏まえた検証結果）

　中小企業者等のために信用保証の業務を行い、もってこれらの者に対する金融の円滑化
を図るため、信用保証協会法第６条の規定により、国から設立の認可を受けている県内で
唯一の法人である。
　中小企業を金融面から支援する信用保証制度は今後も重要であり、引き続き協会により
信用保証事業が実施されていくことが必要である。

‐‐終了予定時期

②県の関与の必要性
　 県の出資者としての立場や出
   資の意図が希薄化していない
　 か

　当協会は、信用保証協会法に基づき、中小企業・小規模事業者の金融円滑化のために設
立され、信用力や担保力が不足する中小企業等の信用保証を行っている県内唯一の法人
であり、引き続き当協会が当該事業を行うことが最も適当である。

‐

（注） 各視点（①～③）に基づき、必要性の有無のいずれかを■とすること。「説明」欄には、現状及び今後の見通しを踏まえた所管課による検証結果を記入すること。

様式２（事業の意義）



Ⅲ　経営健全性等の検証

Ⅲ－１．財務・経営状況 (注)  (1)（２）は公益法人の会計基準を前提とした構成であるため、株式会社等については、適宜項目を修正すること。

（１）財務状況　［貸借対照表により財務体質を把握］ （単位：千円,％）

（２）経営状況　［正味財産増減計算書（損益計算書）により経営状況を把握］ （単位：千円,％）

（３）財務・経営状況の検証及び見直し内容　[財務・経営状況について検証し、収支改善や経営の効率化のための取組内容を把握]

(注) 当期純損失が２期以上継続かつ今後３期以内に累積損失が生じるおそれがある場合、様式３－３「財政的ﾘｽｸ・費用対効果の検証」を記入すること。

121.6 ・代位弁済が増加したため。

36,102 △2,652 93.2

当期経常増減額  [経常損益]

経常費用のうち物件費（再掲） 506,426 494,511 566,299 71,788

・求償権償却が増加したため。

当期経常外増減額 [経常外損益] △313,350 △419,882 △632,229 △212,347 150.6 ・求償権償却が増加したため。

経常外費用 6,867,192 7,596,372 9,355,888

（注） 1.「債務超過」「累積損失あり」の場合、様式３－３「経営健全性・財政リスクの検証」を記入すること。

26,452 10,724 168.2

受取補助金等 8,221 8,431 10,416 1,985 123.5

受託収益 0 0 0 0

事業収益

122.7

・専門家派遣実施回数が増加したため。

・債権管理費の協会立替回収分が増加したため。

正
味
財
産
増
減
計
算
書

(

損
益
計
算
書

)

210,754 39,047

4,480,751 4,472,034

経常外収益 6,553,841 7,176,490 8,723,659 1,547,169

621,685

・書類管理システム導入に伴う費用が増加したため。

管理費 1,128,111 1,123,850 1,220,965 97,115 108.6

・保証残高の減少のため。

山形県信用保証協会

94.0

        2.「基本財産等」は、当該公社等の財産的基礎をなすものとして、資本金、基本財産、特定資産など公社等ごとに個別に判断して算出する必要があることに注意。
           従って、「正味財産－基本財産等」は、公社等の活動により生じた正味財産（純資産）の増加（減少）部分に相当するものとして、剰余金又は累積損失を表すものであること。

1,559,595 1,684,165 1,479,110 △205,055 87.8

事業費 1,954,695 1,859,885 1,747,621

経常費用のうち人件費（再掲） 629,340 654,665

公社等見直し計画

25,325 104.0

114.5

93.9

その他経常収益 18,875 15,728

当期指定正味財産増減額 0 0 0 0

当期一般正味財産増減額
 [当期純損益]（注）

1,246,245 1,264,282 846,880 △417,402 67.0

0 0 0 0

保証残高の減少及び代位弁済が増加したため。

1,759,516 123.2

対前年比 備考（増減割合が10％以上の場合その理由等）

経常収益 4,642,401 4,667,900 4,447,695 △220,205 95.3

基本財産等運用益 ・政策金利引き上げの影響や、地方債と比較し利回り
　が高い電力債を中心に購入したため。

項目 R4年度 R5年度 R6年度 対前年度増減額

134,553 171,707

2,968,586 △15,149 99.5

受取会費 0 0 0 0

当期正味財産増減額

△112,264

正味財産－基本財産等
[剰余金又は累積損失]（注1,2）

22,681,590 23,945,872 24,792,753 846,881 103.5

負債・正味財産合計 488,264,226 457,682,499 430,124,702 △27,557,797 94.0

4,200,074 △271,960

経常費用のうち減価償却費（再掲） 38,124 38,754

経常費用 3,082,806 2,983,735

一般正味財産 25,003,527 25,635,809 26,059,690 423,881 101.7

正味財産合計
[純資産(負の場合、債務超過)]（注1）

33,522,318 34,786,600 35,633,481 846,881 102.4

うち特定資産充当額 0 0 0 0

指定正味財産 8,518,791 9,150,791 9,573,791 423,000 104.6

うち基本財産充当額 25,003,527 25,635,809 26,059,690 423,881 101.7

0 0

うち基本財産充当額 0 0 0 0
うち特定資産充当額 0 0

0 0

負債合計 454,741,908 422,895,898 394,491,222 △28,404,676 93.3

0

94.0

固定負債 445,809,958 414,436,128 386,445,211 △27,990,917 93.2

8,459,770 8,046,011 △413,759 95.1

うち借入金 0 0 0 0

資産合計 488,264,226 457,682,499 430,124,702 △27,557,797

R6年度 対前年度増減額 対前年比

うち特定資産 0 0 0 0

423,095,963 △27,173,197 94.0

うち基本財産 25,003,527 25,635,809 26,059,690 423,881 101.7

項目 検証結果・見直し内容（具体的に記載すること）

中小企業・小規模事業者への積極的なアプローチなどにより、多様なニーズを掘り起こし、保証利用企業者数の増
加、保証承諾及び保証債務残高の維持・確保に取り組む。

給与等については、諸般の情勢を考慮しながら適切な見直しを図っていく。
組織体制については、職員80名規模の体制を維持し、引続き事務の合理化・効率化に努める。

（様式３－１）

備考（増減割合が10％以上の場合その理由等）

うち借入金 0

流動負債 8,931,951

固定資産 480,361,644 450,269,160

流動資産 7,902,582 7,413,338 7,028,739 △384,599 94.8

貸
借
対
照
表

項目 R4年度 R5年度

財務・経営状況の検証

収入確保
（利用者負担の見直し、

債権回収等）

支出削減
（給与の見直し、組織
機構のスリム化等）

その他収支改善や
経営効率化の取組

これまでの実績

当期経常増減額、当期一般正味財産増減額ともに収支がプラスとなっており、財務・経営状況は健全な状態である。

全般的な経費削減に努めつつ、嘱託職員（ＯＢ職員）の活用などによる人員体制の効率化に努める。

-

(注) 「財務・経営状況の検証」のうち、長期借入金については、「償還完了（見込み）時期」「償還財源」を明らかにしたうえで、問題が無いか検証した結果を記入すること。

長期借入金
（注）

‐

見
直
し
内
容

様式３－１（財務・経営）



Ⅲ－２．県の関与状況等
（１）県の財政的関与状況　［県による公社等への財政支援状況を把握］ （単位：千円,％）

補助金

委託料

その他

(注) 「損失補償等の残高がある」又は「元利償還金に対する県依存率10％以上」の場合は、様式３－３「経営健全性・財政リスクの検証等」を記入すること。

（参考）国・県・市町村その他の財政的関与状況（R6年度決算） （単位：千円,％）

（２）県の財政的関与状況詳細 （単位：千円）

(注) 欄が不足する場合は、適宜欄を挿入して記載すること。委託料は、契約相手方の決定方法及び指定管理者に関する事項も記入すること。

（３）県の人的関与状況　[役職員の状況（注１）等を把握] （単位：人）

（４）役員報酬の状況

名 千円

（５）県の関与の必要性の検証及び見直し内容　［県の財政支援等の必要性の検証、必要に応じ、見直し内容を把握］

(注) 公社等に対する県の財政支援・人的支援の必要性や組織機構のスリム化等について、所管課の検証結果及び見直し内容等を記入すること。

国制度等

5 7 2
非正職員の正職員

換算人数（注２）

8 3
0 0
0 0

2 2 0
1

88.2△117,186878,895

0 0

R6年度

公社等見直し計画

割合

43.0%

その他市町村

671,832

項目

0

0

事業類型：

996,0811,044,122

総収入に占める県の
財政支援等の割合

0.0%

0

10,416 0.7% 878,895 56.3%

R5年度R4年度

1,044,122

22.5%

R5年度 R6年度 対前年度増減額 対前年比

国 割合 県 割合

0

0

0.0% 0.0% 0.0P

対前年比対前年度増減額

割合 「その他」の名称

0 0 0

88.2△117,186878,895996,081

19.8% △1.5P21.3%

0

項目

出資（出えん）金
損失補償（債務保証）残高(注）

短期貸付残高

長期貸付残高

元利償還金に対
する県依存率（注）

R4年度
5,787,754

0

0

0

0.0%

補助金

（様式３－２） 山形県信用保証協会

【委託料】 0 0 0

【負担金、会費等】 0 0 0

【補助金】 996,081 878,895 982,737

保証料補給金 996,081 878,895 982,737 継続

【長期貸付】 0 0 0

　信用保証協会の基本財産は、信用保証協会の支払準備資産として保証債務の最終担保となるものであり、保証業務を運営していくうえで重要
との認識から、県は、市町村・金融機関と連携し、基本財産（基金）造成のために出捐（S33年度からH17年まで。H18年度から休止）。
　中小企業振興施策を展開していく上では、当協会が担う信用保証事業と密接に連携、協調していくことが重要であり、今後も県の関与が必要。

R6年度 R7年度 増減 R6年度 R7年度 増減

0 0 0
4 4 0 15 15 0

1

項目

常勤役員

うち県職員

うち県退職者

正職員

うち県職員

合計額 996,081 878,895 982,737

5,787,754 5,787,754 0 100.0

0 0 0

0 0

合計0 0 0

備考（増減理由、新規・継続の別等）

【出資・出えん金】 0 0 0

R7年度

合計

0

1,561,143

0

項目

項目 R5年度 R6年度

委託料 0

長期借入金残高

0
73 74 1
0 0 0

0

【損失補償・債務保証】 0 0

【短期貸付】 0 0 0

0

(注) 1.役職員の人数は、各年７月１日現在の人数を
         記入すること。

　　  2.非正職員の正職員換算人数は、（非正職員の
         所定の総労働時間数）÷（正職員の所定の労
         働時間数）で算出し、合計を記入すること。

対象役員数 報酬総額（R6年度）

29,9464

（注）1.対象役員数は、役員のうち無報酬のものを除く。
       2.対象役員数が1名の場合、当該個人年収が明らかになるおそれがあることから、報酬金額は掲載しない。

項目

非常勤役員

うち県職員

うち県退職者

非正職員

うち県職員

5
0
0うち県退職者0 0うち県退職者

2 2

様式３－２（県の関与等）



Ⅲ－３．経営健全性・財政的リスクの検証等

□ 有 ■ 無

□ 有 ■ 無

□ 有 ■ 無

□ 有 ■ 無

□ 有 ■ 無

□ 有 ■ 無

（２）中期経営改善計画等の策定状況　［経営健全化に向けた見直しを含む中期的な計画の策定状況を確認］

■ 有 □ 無

（注） 上記計画を策定している場合は、その写しを添付すること。

公社等見直し計画

（１）経営健全性・財政的リスクの検証　［経営健全化等の努力が必要又は県にとって財政的リスクがある公社等について、今後の対応方針を確認］

今後の対応方針

策定の有無

（様式３－３） 山形県信用保証協会

③当期純損益赤字が２期
   以上継続し、かつ今後
   ３期以内に累積損失が
   生じるおそれが無いか

④県の損失補償、債務保
　 証を受けていないか

⑥債務の元利償還金の財
　 源の10%以上を県補助
   金・貸付金等に依存し
   ていないか

該当の有無（注）

⑤県から長期貸付金を受
　 けていないか

令和6年度～
令和8年度

計画期間 主な取組内容

左記いずれかに該当有の場合その理由

・関係機関と連携し、中小企業者に寄り添った資金繰り支援を実施するとともに、経営者保証に依存し
ない融資慣行の確立に取り組む。また信用保証業務の電子化、情報発信にも積極的に取り組む。
・保証利用が増加した中小企業者に対して、コロナによる影響からの脱却や外部環境の変化への対応
を後押しするために、協会による直接支援の充実に向け支援体制を強化する。
・関係機関との連携により、回収の合理化・効率化に努める。
・経営の透明性・健全性の確保、DXを含む業務の改善・効率化を進める。また、職員一人ひとりのスキ
ルアップ等人材育成に努めるとともに、ワーク・ライフ・バランスの実現等を図る。

(注) 各項目について該当の有無のいずれかを■とすること。いずれかの項目で「有」に該当がある場合、指導指針第５（３）により経営健全性が無い又は県にとって財政的リスクがあるものと
　　  判断することとなるため、上記項目に該当することとなった理由、解消時期等の明示を求めたうえで、必要に応じて中期経営改善計画の策定を求めるなど、経営健全化に向けた見直しを
       行うこと。

項目

①債務超過（正味財産合計が

　　ﾏｲﾅｽ）に陥っていないか

②累積損失（正味財産－基本

    財産等がﾏｲﾅｽ）が生じてい
　 ないか

様式３－３（経営健全性、財政的リスク）



Ⅳ　費用対効果の検証（地方創生に資する公社等の有効活用を含む）

１．費用対効果の検証

１－２．地方創生に資する公社等の有効活用　［健全な経営を前提とした公社等の有効活用方法を検討］

２．費用対効果に係る見直し内容

(注) 検証の結果、「費用対効果が乏しい」と認められる公社等は、公社等のあり方について抜本的改革を含めた見直し内容（又は今後の方針）を記入すること。
　　  その他の公社等にあっては、当該公社等の運営をより効率的かつ効果的に実施するための見直し内容（又は今後の方針）を記入すること。

（様式４） 山形県信用保証協会

　中小企業者等のために信用保証の業務を行い、もってこれらの者に対する金融の円滑化を図るため、信用保証協会法第６条の規定により、
国から設立の認可を受けている県内で唯一の法人である。
　当協会の信用保証事業の令和６年度実績は、保証承諾件数、保証承諾額、保証債務残高ともに東北６県中3位となるなど、高い実績をあげて
いる。
　中小企業を金融面から支援する信用保証制度は今後も重要であり、引き続き協会により信用保証事業が実施されていくことが必要である。

有効活用の視点 内容

①地方公共団体の区域を超えた活動
　複数の地方公共団体がそれぞれの区域を超えて共同で事業を実施するための
簡便で有効な手法の一つとして、機動的、弾力的な事業実施が可能。

②民間企業の立地が期待できない地域における事業
実施
　民間企業の立地が期待できない中山間地域や離島などの地域において、産業
振興、地域活性化等に取組むための有効な手法となる場合があり、民間の資金
やノウハウの適切な活用による地域活性化等に取組むことが可能。

③公共性、公益性が高い事業の効率的な実施
　公社等が民間企業と同様の機動的、効率的な経営手法で行政の補完・代行機
能を果たすことにより、地方公共団体が直接実施するよりも効率的又は効果的に
行うことが可能。特に、民間企業では公共性、公益性が担保できない事業におけ
る確実かつ円滑な進捗が可能。

(注) 1.第４（事業の意義の検証）、第５（経営健全性等の検証）を踏まえ、当該事業を公社等が行うことが最終的に最も効率的で効果的であるかどうか、費用対効果の観点から、費用（県による
　　    出資、補助金その他の支援）に見合う効果（県民サービスや県民福祉の向上につながる成果）が出ているかなどについて、以下の点を参考に総合的に検証し、記入すること。
　　　  ・ 事業実績が県の出資目的に照らし期待される効果を上げているか。
　　　  ・ 事業成果が費用（県による出資、補助金、その他の財政支出）に見合っているか。
　　　  ・ 公社等の運営（事業手法やサービス提供方法）が効率性等に十分配慮したものか。
　　　  ・ 現行の手法について、採算性や持続可能性の点で問題はないか。
      2.上記、費用対効果の検証のうち、特に、地方創生に資する内容がある場合には、以下別枠（１－２．地方創生に資する公社等の有効活用）に記入すること。
      3.費用対効果が乏しいと認められる公社等は、公社等のあり方について抜本的改革を含む見直しを行う必要があるため、以下（２．費用対効果に係る見直し内容）を記入すること。

公社等見直し計画

様式４（費用対効果、地方創生）



Ⅴ　その他取組状況

１．情報公開の取組状況　［県民に対する情報公開が積極的に行われているか確認］

■ 有 □ 無

■ 有 □ 無

■ 有
□
□

２．監査の結果等　[県や各指導監督機関による監査等の結果とその対応が適切になされているか確認]

３．その他取組状況・特記事項

公表の手段（公表していない場合はその理由、公表予定時期等）

当協会のホームページ、ディスクロージャー誌にて公表している。

当協会のホームページ、ディスクロージャー誌にて公表している。

当協会のホームページ、ディスクロージャー誌にて公表している。

法令等による
指導監査

中期経営改善計画等
無
策定無

項目

定款（公社等の設立目的）、事業内容

事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書（損
益計算書）、事業計画書、その他財務諸表

公表の有無（注）

山形県
監査委員

弁護士1名
税理士1名
中小企業診

断士1名

年度経営計画に対する外部評価委員会の評価。

外部監査 経済産業局

第三者評価 平成29年2月

県行政支出
点検・行政
改革推進委

員会

きめ細やかな支援の充実を図り、継続（利用企業者数
の維持・増加等）

保証利用企業数は、令和５年度
14,489社から令和６年度14,203社
とほぼ横ばい傾向であり、コロナ禍
で利用者が大幅に増加した令和２
年度（15,229社）以降、引き続き高
い水準を維持している。
関係機関と連携しモニタリングの強
化を図りつつ、中小企業者のライフ
ステージに合わせた資金繰り支援
や創業・事業承継の促進や事業再
生支援を含んだ総合的な経営支援
を強化し、中小企業者の実情に即
した柔軟な対応を行う。

（様式５） 山形県信用保証協会

　　ホームページアドレス： https://www.ysh.or.jp

公社等見直し計画

(注) 本計画に記載していない公社等見直しに係るその他の取組や、特に記載を要する事項があれば、記入すること。

(注) 各項目について公表の有無のいずれかを■とすること。公表していない場合、その理由を明らかにし、公社等に対しインターネット等の活用による公表を含め、情報公開を積極的に行う
      よう助言・指導すること。また、公表資料について、添付すること。

項目 実施年月 実施機関等 左記に対する対応状況監査等の結果（指摘事項等）

第三者評価 令和6年7月

令和7年2月

適正

指摘事項無し

(注) 各監査結果について、是正を要する指摘等を受けた場合はその内容と、それに対する対応状況について記入すること。

県監査委員監査
令和5年8月
（書面検査）

様式５（その他）


